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エ
ネ
ル
ギ
ー
節
約
の
た
め

み
ん
な
で
工
夫
し
よ
う

―
く
ら
し
の
電
話
も
ど
う
ぞ
―

石
油
危
機
か
叫
ば
れ
て
以
来
、
国
で
は
、
石
油
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
ガ
ソ
リ
ン
、
電
気
そ
の
ほ
か
の

製
品
の
節
約
を
国
民
に
呼
ぴ
か
け
て
い
ま
す
。
区
で
も
、
こ
の
方
針
に
協
力
す
る
た
め
、
区
民
の
皆
さ
ん

に
は
ご
迷
惑
と
は
思
い
ま
す
が
、
庁
舎
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
台
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
を
停
止
、
一
部
の
一

灯
を

消
灯
し
、
更
に
街
路
灯
の
一
割
程
度
の
消
灯
を
考
慮
中
で
す
。
ま
た
事
務
用
消
耗
品
の
節
約
、
用
紙
頬
の

再
便
用

。
マ
イ
カ
ー
通
動
の
規
制
と
庁
用
車
の
使
用
節
減
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
、
こ
の
重
大
な
危
機

を
乗
り
切
る
た
め
に
、
も
う
I
度
自
分

の
ま
わ
り
を
振
り
か
え
り
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
賚
源
の
節
約
に
つ
い
て
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。

節
約
は
先
ず
身
近
な
こ
と
か
ら
始
め

ま
し
ょ
う
。

●
電
力
の
節
減

政
府
は
大
口
需
要
者
に
対
し
、
き
ぴ

し
い
節
減
を
要
請
し
て
い
ま
す
。

私
達
の
生
活
の
中
で
電
気
は
基
本
的

な
動
力
源
で
す
。
ち
″
つ
と
し
た
工
夫

で
相
当
量
の
節
約
が
で
き
ま
す
。

手
ま
め
に
ス
ィ
y
チ
を
切
っ
た
り

、

機
具
の
掃
除
を
し
て
効
率
を
上

げ
た

り
、
暖
房
機
具
の
使
用
に
エ
夫
を
し
、

ア
イ
デ
ア
を
い
か
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ガ
ソ
リ
ン
の
節
約

マ
イ
カ
ー
で
の
通
動
と
か
、
不
急
の

使
用
は
で
き
る
だ
け
や
め
ま
し
I
つ
。

近
い
と
こ
ろ
は
歩
い
て
み
ま
せ

ん

か
、
健
康
に
も
い
い
で
す
し
、
大
気
も

き
れ
い
に
な
り
ま
す
。

●
水
を
大
切
に

記
録
的
な
カ
ラ
カ
ラ
天
気
。
水
も
大

切
な
F
脇
で
す
。
都
で
も
給
水
制
限
を

考
え
て
い
ま
す
。
生
活
必
需
品
の
水
を

上
手
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
ゴ
ミ
を
減
ら
そ
う

消
費
は
美
徳
の
時
代
は
す
き
ま
し
た

家
庭
か
ら
で
る
ゴ
ミ
の
な
か
に
は
、
ま

だ
ま
だ
再
利
用
で
き
る
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
紙
、
灯
油
、
洗
剤
な
ど
、

吻
不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
生
活
の
中

で
皆
さ
ん
の
工
夫
を
后
か
す
よ
う
考
え

て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
足
立
区
新
生
活
運
動
推
進
委
員
会
で

は
、
ど
の
家
庭
に
も
直
接
関
係
か
あ
り

実
行
で
き
る
電
力
問
題
を
と
り
あ
げ
、

節
電
運
助
を
広
く
区
民
に
呼
ぴ
か
け
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
協
力
を
お
ね

が
い
し
ま
す
。

□
く
ら
し
の
電
話
開
設

区
で
は
灯
油
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど

吻
不
足
や
値
段
の
こ
と
で
、
お
こ
ま
り

の
方
の
た
め
に
、
相
談
や
苦
情
兮
つ
け

た
ま
わ
る
「
消
費
者
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー

ビ
ス
」
を
は
じ
め
ま
し
た
。
何
分
区
に

は
物
価
な
ど
を
調
盤
で
き
る
権
限
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
ご
満
足
い
た

だ
け
る
解
答
が
で
き
な
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
可
能
な
か
き
り
男
力
い
た
し
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て

ま
す
。　
八
八
一
T

一
一
一
一
内
線
Ξ

三
五
〈
ど
う
ぞ
(
区
役
所
商
工
係
)

。

千住東に児童館
老人館

を建設

今
秋
完
成
の
予
定

区
で
は
、
「
調
和
の
と
れ
た
住
み
よ

い
足
立
区
」
を
目
ざ
し
た
長
期
基
本
計

画
に
基
づ
き
各
種
の
施
設
を
甦
設
し
て

い
ま
す
。
そ
の
計
画
の
一
つ
で
あ
る
児

童
館
・
老
人
館
が
千
住
東
二
丁
目
に
建

設
さ
れ
ま
す
。
区
内
の
児
童
館
と
し
て

は
三
番
目
、
老
人
館
と
し
て
は
二
番
目

の
施
設
で
す
。

長
期
基
本
計
画
の
対
象
期
限
で
あ
る

昭
和
六
十
年
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
老

人
施
股
が
三
十
三
館
、
児
童
施
般
か
四

十
二
館
と
な
り
ま
す
。

千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館
(
仮

称
)
の
規
模
と
施
設
内
容
の
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

■
構
造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
二

階
建
て

■
面
積

延
床
面
積
七
八
二
・
六
四
三

平
方
㍍

■
一
階
―
老
人
館

床
面
積
四
二
七
・
六
九
七
平
方
㍍

事
務
室
/
大
広
間
/
娯
楽
室
/
男
子

浴
室
/
女
子
浴
室
/
つ
ぼ
庭
等

■
二
階
―
児
童
館

床
面
積
三
五
四
・
九
四
六
平
方
㍍

育
成
室
/
集
会
・
遊
技
室
/
エ
。作
室
/

図
一
室
/
音
楽
室
等

な
お
、
こ
の
児
竃
館
・
老
人
館
の
建

吻
の
完
成
は
、
こ
と
し
の
秋
に
な
る
予

定
で
す
。

千住あずま児童館・老人館完成予想図

教
育
セ
ン
タ
ー
開
館

演
奏
会
な
ど
多
彩
な
催
し

区
内
に
初
め
て
で
き
た
総
合
教
育
施

設
「
足
立
区
教
育
セ
ン
タ
ー
」
は
、
二

月
五
日
か
ら
一
都
闘
館
し
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
開
館
を
記
念
し
て

次
の
と
お
り
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

□
開
館
記
念
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

●
室
内
楽
コ
ン
サ
ー
ト

こ
月
六
日
(
水
)
午
後
六
時
三
十
分

演
奏
・・・
東
京
ソ
リ
ス
テ
ン

●
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト

二
月
八
日
(
金
)
午
後
六
時
三
十
分

解
説
・・・
門
馬
直
美
(
音
楽
評
論
家
)

●
合
唱
の
タ
ベ

二
月
九
日
(
土
)
午
後
六
時
三
十
分

合
唱
…
東
京
混
声
合
唱
団

●
ギ
タ
ー
リ
サ
イ
タ
ル

二
月
十
二
日
(
火
)
午
後
六
時
三
十
分

独
奏
・・・
中
林
淳
真

※
以
上
は
入
場
無
料
で
す
か
、
予
約
が

必
要
で
す
。

●
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

二
月
五
日
~
二
十
七
日
―
午
前
十
時

・
午
後
一
時
三
十
分
・
三
時
・
六
時

三
十
分
(
木
・
土
曜
日
の
み
)

入

場
無
料

●
映
画
会

二
月
十
四
貝
木
)午
後
六
時
1
「
赤

ひ
げ
」

入
場
無
料

●
区
内
文
化
団
体
に
よ
る
催
物

▽
洋
画
・
彫
踉
戻
l

一
月
五
日
～
十
二

7
魯
道
・
沙
石
・
日
冰
直
展
l

一
月
十

三
日
～
十
九
日

7
司
澗
・
手
御
・
偶
右
。展
―
二
月
二
十

日
～
一
十
六
日

▽
民
踊
・
謡
曲
―
二
月
十
六
日

▽
歌
会
―
二
月
十
六
日

▽
邦
楽
l

一
月
二
十
日

▽
民
謡
―
二
月
二
十
一
日

▽
と
く
さ
会
(
総
合
芸
能
)
・
吟
詠
―

二
月
二
十
三
日

▽
瑞
穂
会
(
民
謡
)
=

二
月
二
十
五
日

た
だ
し
、
日
昭
日
・
祝
日
は
休
館
日

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
催
物
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
は
、教
育
セ
ン
タ
ー
へ
ど
う
ぞ
。

八
五
〇
-
八
八
〇
一

―
自
治
権
拡
充
を
め
ざ
し
―

特
別
区
区
長
公
選
等
実
現
決
起
大
会

特
別
区
長
公
選
な
ど
自
冶
権
拡
充

を
め
ざ
す
「
特
別
区
区
長
公
選
等
実

現
決
起
大
会
」
が
開
か
れ
ま
す
。

最
近
は
、
区

民
の
間
に
区
長

公
選
な
ど
自
冶

権
拡
充
を
の
ぞ

む
声
が
高
ま
っ

て
き
て
い
ま
す
。
政
府
も
、
特
別
区

を
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
確

。立
す
る
法
案
を
今
国
会
に
提
出
す
る

予
定
で
す

。

こ
の
大
会
は
、
特
別
区
に
住
む
人

た
ち
の
力
を
結
集
し
て
、

○
特
別
区
長
公
選
制
の
実
現

〇
特
別
区
へ
の
事
務
業
務
移
管

○
特
別
区
の
財
政
権
確
立

○
特
別
区
の
人
事
権
確
立

の
四
本
の
柱
を
要
求
し
、
当
法
案

が
一
日
も
早
く
成
立
す
る
よ
う
に
勳

き
か
け
る
も
の

で
す
。

区
民
の
み
な
、

さ
ん
の
参
加
を

お
願
い
し
ま
す

日
時
-
二
月
十
九
日
(
火
)
午
後
一
時

場
所
-
渋
谷
公
会
堂
(
国
電
渋
谷
駅

下
車
)

火災の防止は
初期消火が大切

気
象
庁
始
ま

っ
て
以
来
の
異

常
乾
燥

が
続

き
、
火
災
に
よ

る
焼
死
者
は
。

史
上
最
悪
の
記

録
を
つ
く
り
そ

う
で
す
。
非
篇

事
態
宜
言
も
だ

さ
れ
、
消
防
暑

で
は
み
な
さ
ん

に
次
の
事
を
お

願
い
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
お
守

り
く
だ
さ
い
。

▼
寝
る
時
・
出

る
時
は
必
ず

火
の
元
を
点
検
す
る

▼
風
呂
桶
や
バ
ケ
ツ
に
は
い
つ
も
水
を

入
れ
て
お
く

▼
年
寄
り
・
子
ど
も
を
残
し
て
外
出
し

な
い

▼
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や

め
る

▼
火
事
の
と
き
は
大
声

で
近
所
へ
知
ら
せ
る

火
災
は
、
自
分
の
家

庇
を
不
幸
に
す
る
ぱ

か
り
で
な
く
、
隣
り

近
所
に
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
に
も
な
り
ま

す
の
で
、
十
分
お
気

を
つ
け
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
区
で
は
、
地
震
に
よ
る
火
災

を
防
ぐ
た
め
、
町
会
・
自
冶
会
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
街
か
ど
に
消

火
器
(

粉
末
式
、
強
化
液
式
消
化
器
を
あ
わ

せ
て
四
千
三
百
九
十
三
本
)
を
配
一
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
消
火
器
は
女
性

の
方
で
も
簡
単
に
操
作
で
き

ま
す
の

で
。
普
段
か
ら
操
作
方
法
を
十
分
知
っ

て
お
き
、
こ
の
よ
う
な
季
節
の
普
通
火

災
に
も
ご
使
用
い
た
だ
き
、
初
期
の
う

ち
に
消
し
と
め
る
よ
う
、
み
な
さ
ん
が

お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

消
火
器
に
は
、
青
・
貿
・
白
の
丸
ラ

ペ
ル
が
付
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
火
災

の
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
消
火
の
効
力

を
見
分
け
る
目
じ
る
し
で
す
。
白
は
建

物
火
災
、
黄
は
油
火
災
、
青
は
電
気
火

災
で
す
。
区
で
配
置
し
て
あ
る
消
火
器

は
、
こ
の
三
つ
の
丸
ラ
ベ
ル
が
つ
い
て

い
る
も
の
で
す
の
で
、
ど
ん
な
火
災
に

も
使
用
で
き
ま
す
。

粉 末 式 強化液式

□ 消火器の放射は

火元を掃くように

施
設
見
学
会
に

ご
参
加
を

区
で
は
、
区
政
へ
の
ご
理
解
・
協

力
を
い
た
だ
く
た
め
、
区
民
の
み
な

さ
ん
を
対
象
に
施
設
見
学
会
を
M
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
五
回
目
の
施

設
見
学
会
を
次

の
と
お
り
行
な

い
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は

ふ
る
っ
て
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

二
月
二
十
七
日
(
水
)
・
二

十
八
日
(
木
)
午
前
九
時
区
役
所
前

集
合
～
午
後
四
時
解
散
予
定

▼
見
学
コ
ー
ス

勝
専
寺
-
川
田
橋

排
水
場
1
中
央
図
書
館
-
六
木
町
佐

野
邸
-
花
畑
大
鷲
神
社
-
教
育
セ
ン

タ
ー
ー
竹
の
塚
駅
(
解
敵
)

▼
対
象

区
内
在

住
二
十
歳
以
上
の

方▼
定
員
一
日
二

十
名

計
四
十
名

▼
参
加
費

無
料
(
昼
食
付
)

▼
申
込
方
法

区
役
所
広
報
課
広
聴

担
当
へ
直
接
か
電
話
で
(
走
癶
に
な

り
次
第
締
切
り
)

愛
の
献
血
に

ご
協
力
を

二
月
の
移
励
探
血
日
籘

五
日
(
火
)
本
木
小
学
校

十
三
日
(
水
)
弥
生
小
学
校

十
九
日
(
火
)
江
北
小
学
校

二
十
日
(
水
)
竹
の
塚
駅
東
口

二
十
八
日
(
木
)
北
千
住
駅
西
口

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で
で
す
。

掲
示
板

■
お
年
寄
り
の
方
に

新
規
事
業

在
宅
の
ね
た
き
り
老
人
や
、
地
域

と
交
流
の
乏
し
い
ひ
と
り
暮
ら
し
老

人
を
対
象
と
し
て
、
つ
き
の
事
業
が

開
始
さ
れ
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

▼
家
事
援
助
者
の
雇
用
費
助
成

ね
た
き
り
老
人
と
家
族
の
負
担
を

軽
く
す
る
た
め
、
週
一
日
の
割
合
で

家
事
を
援
助
し
ま
す
。

▼
老
人
福
祉
電
話

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
方
に
、
区

長
名
儀
の
電
話
を
貸
与
し
ま
す
。

▼
友
愛
訪
問

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
の
方
に
、
区

で
お
願
い
し
た
友
愛
訪
問
員
が
訪
問

し
話
し
相
手
に
な
り
ま
す
。

申
請
と
照
会
は
区
老
人
助
成
係
へ

■
足
立
区
職
員
募
集

□
職
種
L
保
母
・
看
護
婦

資
格
・・・膺
四
十
蔵
未
濟
の
方
で
、

保
母
の
賢
格
、
看
護
婦
の
賢
格

を
有
す
る
方

勤
務
地
…
千
葉
県
上
総
墺
養
護
学

圜
募

集

人
員

・・・
若

干

名

□

職

種
―

児

童
厚

生

資
格
・・・
膺
四
十
歳
未
濟
の
方
で
、

短
大
卒
以
上
の
学
歴
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
保
母
資
格
を
有
す

る
方

勤
移
地
・・・区
立
児
童
館

募
集
人
員
…
若
干
名

申
込
み
は
、
い
ず
れ
も
二
月
十
五

日
ま
で
に
区
役
所
職
員
課
へ
履
歴
一

一
通
提
出
の
こ
と
。

■
青
年
文
化
教
室

日
時
-
二
月
十
三
日
(
水
)
～
三
月

二
十
二
日
(
金
)
毎
週
水
・
金
曜

日
延
十
二
日
間

午
後
六
時
三
十

吁
～
へ
時
三
ヤ
吁

科
目
-
-

料
理
・
茶
道
・
ギ
タ
ー

参
加
資
格
-
区
内
在
住
・
在
動
の
十

六
歳
か
ら
二
十
五
歳
ま
で
の
動
労

青
年
男
女
で
三
分
の
二
以
上
出
席

場
所
-
区
青
年
館

受
講
料
-
無
料
(
但
し
、
教
材
費
は

実
賢
負
担
)

申
込
み
は
、
二
月
六
日
(
水
)
午
前

九
時
か
ら
受
付
け
ま
す
の
で
、
区
青

年
館
八
九
〇
―
〇
〇
六
一
へ
ど
う
ぞ
(

各
科
目
と
も
定
員
五
十
名
に
な
り

次
第
締
切
り
ま
す
)

※
な
お
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
。

■

区
民
ロ

ー
ド

レ

ー
ス
大
会

期
日

三
月
三
日
(
日
)
午
前
九
時

場
所

荒
川
河
川
敷
右
岸
(
西
新
井

橋
・
江
北
檎
間
)
の
西
新
井
構
よ

参
加
資
格

区
内
在
住
・
在
動
・
在

学
の
方

申
込
締
切
日

二
月
十
八
日
(
月
)

申
込
方
法

都
別
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
明
配
の
う
ぇ
直
接
、

ま
た
は
往
復
(
ガ
キ
で

く
わ
し
く
は
、
区
教
育
委
員
会
体

育
振
興
係
〈
〒
匸
一
〇
足
立
区
千
生

仲
町
五
八

和
光
ビ
ル
内
)

■
区
民
ス
キ
ー

ス
ク
ー
ル

▼
日
時

三
月
九
日
(
土
)
～
十
二

日
(
火
)
夜
行
発
現
地
二
泊

▼
場
所

志
賀
高
天
原
ス
キ
ー
場

▼
会
費

一
万
二
千
五
百
円

▼
定
員

百
二
十
名
{
定
員
に
な
り

次
第
締
切
り
}

▼
申
込
方
法
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
燮

足
立
区
千
住
吉
元
町
一
五
の
九

堀
内
　
八
八
ニ
ー
七
七
八
九

■
産
業
振
興
館

改
修
工
事

一
。月
十
六
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で

の
予
定
で
、
館
内
改
修
工
事
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。
工
事
中
利
用
者
の
方

に
は
ご
迷
思
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
匐
、
受
付
業
務
は
平
常
通
り
行

な
っ
て
い
ま
す
。

■
16
ミ
リ
映
写
技
術

の
再
講
習
会

修
了
証
を
お
持
ち
で
技
術
の
再
講

習
を
受
け
た
い
方
、
二
月
二
十
八
日

に
予
定
し
て
い
ま
す
。
「
区
の
お
知

ら
せ
」
二
十
日
号
に
詳
細
を
掲
峨
し

ま
す
。

く
わ
し
く
は
区
教
委
文
化
係
へ
。

■ 区役所の電話882- 1111　 第二庁舎889- 6161　 足立福祉事務所888- 3141　 中部福祉事務所889- 1481　 東部福祉事務所605- 7105 西部相祉事務所897- 5011



昭 和49 年2 月5 日 区 の お 知 ら せ 第315 号 ( 2)

―住民 税―

申 告書 の書 き方
ことしも住民税(特別区民税・都民税個人

分)の申告時期が近づいてまいりました。

みなさんが、正しい申告をされることによ

って、適正な課税がなされるよう、今月号

は、都・区民税の申告と、申告書の書き方

について、ご説明します。

課 税さ れる 方 は

◇ 49年1 月1 日現在区内に住み、蒻年中( 48
年中) l 匕所得のあった方。
ただし、非課税に該当する方は除きます。

◇ 区内に事務所や事業所、家屋敷などがあっ
て、区外に住んでいる方

申 告が必要な方は
◇ 前年中に所得があった方。ただし、次に骸
当する方は除かれます。
1. 所得税の確定申告をする方
2.前年中の所得が給与所得だけで、勤務先か
ら区へ給与支払報告書が出された方
3.町年中の合計所得金額が基礎控除額、配偶
者控除額及び扶養控除額の合計額以下の方
○ 事務所・事業所・家屋敷などがある方
〔おねがい〕
区から申告書が送られた方で、無所得また

は上記ただし書きに該当のため申告義務のな

い方でも、申告書裏面にその旨または該当事
項を記入のうえ、提出されますよう、格別の

ご協力をお願いします。

提出期限と 場所は
樵出期諞は3 月15日です。期限まぎわはたい
へん混み合いますから、なるべくお早めに区
役所、区第二庁舎またはもよりの出張所へお
出しください。なお、例年のとおりみなさま

の便宜をはかるため、次のとおり課税課職員
が出張受付けを行ないますので、ご利用くだ
さい。
○ 3 月11日( 月) ・12日( 火)
場所…常東出張所・第三出張所~第十二出張
所
○ 3 月13日( 水) ・14日( 木)
場所…第十三出張所~第二十出張所、東綾瀬

出張所、東栗原出張所
※時間はいずれも午前9 時~午後4 時

計 算の 仕 方 は
①所得金額= 収入金額一④必要経費- ⑥事業
専従者控除額
②課税標準額= 所得金額一④所得控除
③⑥算出所得割額= 課税標準額× 税率( 実際
に計算する場合は、後で説明する算出所得割
韜の出し方によります)
④差引一所得 割額= 算出所得割額- ④税額控除

⑤特別区民税・都民税個人分= 差引所得割額

十均等割額( 区600 円、都100 円)

( A) 必要経費とは

収入を得 るために必要な経費で、■次のよう

なものが含まれます。

販 売し た商品 の原価、 雇人 費、減価償却費、

租 苗代、 飼糧費、 圃定賢産 税等です。従って

生 活費は必要経費となりませんから、ご注意

ください。

( B) 事業専従者控除額とは

事業所碍また轜不動産所得を有する亊業主
と同一生計の配偶者または15歳以上 の親 族

が、事業主のその事業・こ6ヵ月以上専従した
場合に事業専従者として、次の( 1)かa9の う

ち、いずれか少ない方の金額を収入金額から
差引かれます。

( 1) 17万円

( 2) ( 事業所得十不動産所得) ÷ 事業専従者数+1)

※ 青色申告の専従者は完全給与制ですから、
支払った給与の全額が必要経費に算入されま
す。

( C) 所得控除とは

次の12種類があり、これに該当する場合は
所得金額から差引くことができます。
1. 雑損控除・・・あなたや、あなたと同一生計の
親族 のうち、48年中 の各租所得 の合 計額が20

万7, 500 円以下の方 の資産( 家屋、家財

道具、現金など) が天災、火災、盗難など

で損害を受けた場合I C控除 されるもので、
計算方法は次のとおりです。

( 損書金額- 保険金などでうめら れた金翻)

一所得金額×
1

/ 1 0

2、医療費控除 … あなたや、あなたと同一生 計

の親族のために、48年中に支払った治療 費

または医療費などあ るとき控除さ れるもの

で、計算方法は次のとおりです。

( 支払った医療費の総額一保険金で うめら

れた金額) - ( 10 万円と合 計所得金 額の5S

とのいず れか少ない方 の金 額)

ただし、控除の最高限度 額は100 万円です。

3、社会保険料控除…あなたや、あなたと同一
生計の親族の国民健康保険、国民年金など
の保険料を48年中に支払った場合その支払
額の全額が控除されます。

4.小規模企業共済等掛金控除… 48年中に支払

った第一種共済掛金や心身障害者扶養共済
掛金の全額が控除されます。
5. 生命保険料控除… 48年中に支払った保険
料、簡易保険料があった場合、控除される
もので、支払うた保険料が1 年間に
( 1) 1万5 千円まで…支払った保険料全額
( 2) 1万5千円をこえ4万円まで…支払うた
保料×

1
/

2
+7 千5 百円

( 3) 4万円をこえた場合… 2 万7 千5 百円

6. 障害者控除‥ ・あなたや、あなたの控除対象

配偶者 または扶養親族が障害者の場合1 人12
万円( 特別障客者は14万円)

7.老年者控除…あなたが65歳以上( 明治42年1
月1日以前生まれ) で48年中の合計所得

金額が500万円以下の場合、12万円が控除
されます。
8. 寡( か) 婦控除…あなたが65歳未満( 明治
42年1月2 日以後生まれ) の寡婦で、扶養
親族または48中年の各租所得の合計額が20
万7千5 百円以下の同一生計の子がある墻
合、または夫と死別( 生死不別を含む) で
合計所得が150 万円以下の場合、12万円が
控除されます。

9. 勤労学生控除・・・あなたが学生で給与などの

動労に よる所得があり、48年中の合計所得

金 翻が32万円以下で、かつ、不動産、配当

など勤労によらない所得が10万円以下の場

合 、12万円が控除されます。

10. 配 偶者控除‥・配偶者 の48年 中の勤労によ

る所得の合計額が15万円( 自己 の勤労によ

ら ない所得の場合は10万円) 以下の場合、15

万円が控除され ます。

11. 扶養控除 … 同一生計の親族( 配偶者を除

く) のうち、48年中の勤労による所得の合

計額が15万円( 自己の動労によらない所得

の場合は10万円)以下 の場合控除されます。

また扶養親族のうち70歳以 上( 明治37年1

月1 日以前の出生者) で障害者( 特別) に該

当しない場合は( 3)の老人扶 養控除 の適用が

あ ります。

( 1)配偶者がいる場合… 1 人目から12万円

( 2) 配偶者がいない場合… 1人目は14万円2
人目からは12万円

( 3) 70歳以上の扶養親族 … 1 人14万円

12. 基礎控除… 16万円

( D) 算出所得割額の出し方

別掲の速算表( 課税標準額× 税率一速算控
除額) により計算したものが算出所得割額
で、特別区民税分と都民税個人分とを別々

に計算します。
〔例〕課税標準額が40万円の場合

400, 000円×
3

/001
- 3, 000 円=9, 000 円‥・

特別区民税分

400, 000円×
2

/100
=8, 000円…都民税個人分

( E) 税額控除とは

算出所得割額から 控除さ れるもので、48年

中l t l配当所得があった場合r 控除 されます。

その控除額は

○ 特別区民税分…配当所得金額の2. 0%

○ 都民税個人分…配当所得金額の0■ 8s
ただし、課税総所得金額、課税長期(短期)
譲渡所得金額の合計額が1, 000万円をこえる
部分の配当所得金翻については、この率のそ
れぞれ半分です。

算出所得割額速算表

○ 先般、税制調査会から答申が出 まし た の
で、今年も一部の所得控除額が引き上げにな
るものと思われます。

くわしくは課税課へ

「申告書用紙」と
「申告書の手びき」
は2 月9 日に発送します

以上で住民税の申告とその書き方の説明は
終わりますが、わからないところや、くわし

いことは、お手もとへお送りした「申告書の
手びき亅( 確定申告予定者及び勤務先から給

与支払報告書が提出される方は、前述のよう
に住民税の申告は必要ありませんので、郵送
されません) をお読みくださるか、課税課へ
おたずねください。
○ 申告書が届かなかった方は、ごめんどうで
も区役所第一課税係、または第二庁舎第二課

税係へご連絡願います。

所得税の
確 定 申 告は お早 めに

税務署では、2 月16日から申告相談に応じ
ております。相談なさる方は早めにお気軽に
おいでくださるよう、お待ちしています。

□ 申告をすれば税金が
もどる方

源泉徴収された税金や予定納税をした税金
が納め過ぎになっている人は、還付をうける
ための申告を提出することができます。これ
らの人は2 月15日以前でも申告して税金の還
付を受けることができます。

□ 申告が必要な方
■ 一般の人の場合
48年中の所得金額が、基礎控除額( 207, 50011)

、配偶者控除額( 207, 500 円) 、扶養 控 除

額 ( 1

人に

つき

15

5,

00

0円

)

その他の所得控除額の合計額よ
りも多い人は、申告をしなけれぱなりません。

■ 給与所得者の場合
大部分の人は申告する必要はあり ません
が、次のいずれかにあたる人は、申告しなけ
れぱなりません。
1. 48年中の鮑与の収入が500 万円をこえる人

2. 給与所得以外の所得が10万円をこえる人
3. 給与を2か所以上から受けている人
4.同族会社の役員などで、その会社から給与
のほかに、土地建物などの賃貸料、貸付金
の利子などの支払を受ける人

□ 正しい記帳による
適正な申告と納税

昨年分の東京国税局 管内の 確定 申告書は127
万件 提出され、そのうち計算や内容に誤

りがあったりして修正申告や更生を受けたも
のは、7 万7 千件もあり、これにより増加し
た税額は38億5千万円となっております。

□ 地代や家賃
収入のある方へ

48年中I C本来の仕事の収入のほかに、地代
・家賃や駐車場などの賃貸料や契約金または
権利金収入のある人は、48年中のこれらの所
得を本来の仕事の所得と合算して確定申告を
提出してください。サラジーマソで年未調整
で税金の精算が終っている人も、給与以外の
所得が10万円以上ある場合は、その給与所得

と給与以外の所得を合算して確定申告をする
必要があります。

□ 国税地方税の
共同説明会の開催

所得税や住民税の申告書の書きかたなどに

ついて次の日程で説明会を開催し ますから、

お近くの会場においでください。

時間は、いずれも午後2 時 からです。

時間は、いずれも午後1 時30分からです。

■ 所得税の確定申告、特別区民税の申告をした方は、個人事業税の申告はいりません　　　■ 2月は固定資産税・都市計画税第4期分の納付月です I ・N200, 8000


